
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の
令和８年１月以降のご利用方法について

～ 令和８年１月以降，国の「こども誰でも通園制度総合
支援システム」を活用した利用方法に切り替わります。～

※ 令和7年12月以前から制度を利用されている方につきましても， システム利用の
アカウント発行手続きを行うため，改めまして， 利用申請手続きをお願いいたします。



国の「総合支援システム」について
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・ スマートフォンなどの端末を使って，「こども誰でも通園制度」の施設検索
や初回面談・利用の予約，登降園管理ができる国のシステムです。



国の「総合支援システム」について
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利用申請

「対象者確認申請書」を
利用希望園に提出
【書面申請】

初回面談

電話などで日程調整し，
初回面談を実施

利用申し込み

利用希望票等に基づき，
月ごとに利用日を調整

利用申請

「対象者確認申請」を
宇都宮市に提出
【原則オンライン】

利用可否の確認

園からの照会に基づき，
年齢や保育所利用の
有無などを市が確認

利用可否の確認

年齢や保育所利用の有無
などを市が確認し，システム
の利用アカウントを発行

初回面談

システムで希望日時を
などを園に伝え，初回
面談を実施

利用申し込み

システムを利用し，
園が設定した予約枠に
１日単位で予約を入力
（又は園の代理予約）

利 用

利 用

利用時間は，システム
を用いたＱＲコードに
より管理

利用時間は，園毎の
方法により管理



ご利用までの流れについて
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・ こども家庭庁の「こども誰でも通園制度総合支援システムポータル
サイト」にアクセスし，利用申請を行います。
※ 令和7年12月以前から制度を利用されている方につきましても，
システム利用のアカウント発行手続きを行うため，改めまして，
利用申請手続きをお願いいたします。

・ いただいた申請を元に，市が利用者情報を登録します。その後，
システムからアカウント登録完了メールが送信されますので，
パスワードリセットを行ってください。
※ 利用申請からアカウント発行までの標準的な期間は概ね10日です。

・ 利用料の減免を希望される場合は，申請時の同意に基づき，
税情報により減免の有無を確認させていただきますが，最近
転入された等の場合で税情報の確認ができない場合，市から
個別に照会をさせていただく場合があります。

ポータルサイトは
こちらのＱＲコード
からアクセス!!

】
ご利用可能な端末（スマートフォン，パソコン等）が無いなどの理由で

オンライン手続きが難しい場合は，書面での利用申請も可能です。
保育課窓口（市役所本庁舎２階）にて，お手続きください。
登録後のお手続きについても，電話でのやりとり（初回面談），園に
よる代理予約（利用予約）等が可能です。 ▲パスワードリセット画面

▲ポータルサイトの申請画面



ご利用までの流れについて
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・ 利用可能な園については，システムから現住所， キーワードなど
で検索が可能です。

・ ご利用を希望する園が決まった場合は，安全にお預かりを行う
ための生活状況の聞き取りなど，初回面談を行います。面談の
希望日をシステムから入力いただくと，面談日について園から
連絡があります。

・ 面談後，園が面談結果を登録し受入が確定すると，園の利用
が可能になります。
※ 複数の園を利用する場合，利用する園ごとに初回面談が必要
となります。
※ 令和7年12月以前から制度を利用されており，面談が既に完了
している場合，再度の面談は不要ですが，システム上利用ができる
状態とするため，システムの中で，面談の申込みと結果登録の
手続きは行ってください。

▲施設検索の画面

▲面談申込みの画面



ご利用までの流れについて
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・ 園で受入が確定した後，利用が可能となります。

・ 利用には，以下の２つの方法があります。園によって予約方法
が異なりますので，予め市のホームページなどでご確認ください。

▲柔軟利用の申込み画面

▲定期利用の申込み画面

園が設定した利用可能枠に，利用者がご自身で
システムに利用登録を行います。園が確定処理を
行うと，予約が確定します。

システム外で調整した頻度や時間に合わせて，園が
システム上で予約枠を作成し，代理予約を行います。



ご利用までの流れについて
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・ 利用当日，登園時に園で掲示されたＱＲコードを読み込むこと
で，利用開始登録ができます。

・ 降園時は，登園時と同様に，ＱＲコードを読み込むことで，
利用終了の登録ができます。

・ 利用料や給食費の実費等の支払いについては，園によって
異なりますので，園にご確認ください。

▲登降園管理のＱＲコードのイメージ

・ 総合支援システムから予約のキャンセルを行うことができますが，利用前日の正午を過ぎてからキャンセルをした場合，
利用予定だった時間数は，月１０時間の利用可能枠から差し引かれます。また，キャンセル料や給食費等の発生するタイミン
グについては，施設毎に異なりますので，ご利用する施設にご確認ください。

・ お子様の体調不良等により，利用前日の正午を過ぎてからキャンセルをする場合，システムにてキャンセル処理を行った
うえ，できる限り速やかに予約した施設へご連絡ください。また，無断でのキャンセルやたび重なる予約変更は，施設や他の
利用者へ迷惑となりますので，ご遠慮下さい。



関連情報
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・ 制度の内容や実施施設等について，詳しい内容をご確認いただけます。
・ オンライン以外で手続きされる場合の，申請書などもダウンロードできます。

・ こども家庭庁の本制度の公式ホームページになります。
・ システム操作に係る動画なども閲覧できます。

・ 本制度のポータルサイトになります。
・ 利用登録にオンライン申請などは，こちらから行います。


